
人権を大切にするまちづくりの推進に関する条例 
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条例第 1 号 

 

 

 

(目的) 

第 1 条 この条例は、すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等を保障する日本国憲法を基

本理念として、部落差別や女性、障害者、在日外国人、高齢者、子どもなど、あらゆる差別をなく

し、市民一人ひとりが人権を尊び、明るく住みよい地域社会を築くための基本的事項を定め、もつ

て市民的な課題としての基本的人権を大切にするまちづくりの推進をめざすことを目的とする。 

(市の責務) 

第 2 条 市は、前条の目的を達成するため、必要な人権擁護施策を積極的に進めるとともに、市民の

人権に対する意識の高揚に努めるものとする。 

(市民の責務) 

第 3 条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを認

識し、市が実施するあらゆる差別をなくすための人権擁護施策に協力するよう努めるものとする。 

(施策の推進) 

第 4 条 市は、明るく住みよい地域社会を築くため、人権擁護及び人権啓発に関する諸施策を総合的

かつ計画的に推進するよう努めるものとする。 

(啓発体制の充実) 

第 5 条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、市民組織、企業・事業者、学校、家庭等との密接

な連携を図るとともに、啓発活動の充実及び人権啓発に係る指導者の育成強化に努め、あらゆる差

別を許さない明るい社会をめざす世論の形成及び人権擁護の社会的環境づくりに努めるものとする。 

(推進体制の充実) 

第 6 条 市は、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、大阪府及び人権擁護関係団

体との連携を強化するための体制を整備するものとする。 

(審議会) 

第 7 条 人権擁護に関する重要事項を調査審議する機関として、池田市人権擁護推進審議会(以下「審

議会」という。)を置く。 

2 審議会は、市長の諮問に応じ、人権擁護に関する基本的事項について調査審議し、意見を述べる

ことができる。 

3 前 2 項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成 9年 7 月 1日から施行する。 

 


